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出展：（一社）日本マリン事業協会「舟艇工業の現状」より海事局作成

（１）企業連携・事業統合の促進

我が国の造船業は、世界の造船市場における需給ギャップ、海運の船腹過剰に伴う

新造船価の低迷、そして中国・韓国といった造船競合国との熾烈な受注競争の中で、

厳しい状況に晒されている。このような状況においても、我が国造船業が基幹産業と

して持続的に発展するためには、これまで培ってきた技術力を活かし、中国・韓国と

の国際競争に勝ち残っていく必要がある。このため、造船業界においては、以下のよ

うな設計・開発等の技術力、受注のための営業力、資機材の調達力等の向上、生産体

制の強化等を目的とする分社化、経営統合、新会社の設立、企業規模の拡大等、様々

な取り組みが進められている。国土交通省としては、産業競争力強化法に基づく事業

再編時の法人設立・増資に伴う登録免許税の軽減措置等により、企業連携・事業統合

の取組を支援していくこととしている。

企業連携・事業統合の具体的な事例は以下のとおり。

・ 年９月、常石造船は多度津工場を分社化（ 年９月）。今治造船（株）に

譲渡（ 年１月）。

・今治造船（株）が、傘下の幸陽船渠を吸収合併（ 年２月）。

・名村造船所による佐世保重工業の完全子会社化（ 年 月。両社の合計建造量

は 年度総トン数ベースで国内第３位）。

・三井造船（株）と川崎重工（株）が船舶修繕専門工場を共同運営会社化し、修繕

事業分野で協業（ 年４月）。

・三菱重工業（株）が、長崎商船事業の再構築の一環として客船を除く船舶建造部

門を分社化（ 年９月）。

・三菱重工業（株）が、今治造船と名村造船所と業務提携（ 年４月）。

・三菱重工業（株）が、大島造船所と業務提携（ 年６月）。

（２）技術開発等への支援

海事産業分野の技術開発における最重要課題は、地球温暖化対策、大気汚染対策と

いった環境問題であり、船舶からの環境負荷低減に向けた様々な技術開発に取り組ん

できた。この技術を背景に、国際海事機関（ ）での国際基準策定において、その主

導権をとってルール作りを行うことにより、環境問題への対応と我が国造船・海運の

優位性の確保を目指している。

また、海事分野における の活用について関心が一層高まっており、 年６月

に閣議決定された未来投資戦略 においても ・ビッグデータを活用した造船業

における生産性向上が謳われている。このため、国土交通省は海上技術安全研究所や

大学、業界等との連携を一層強化しながら、海事生産性革命を推進するため、造船工

程・船舶・船舶機器に係る技術開発等への支援を行っており、以下の施策を講じてい

る。

① 高度化

海事生産性革命（ ）の一環として、船舶の開発・設計段階の生産性向上

を図るため、 年度より、海上技術安全研究所や大学、業界等と連携して実船スケ

図表Ⅱ－２－９ 舟艇工業における国内向け出荷額の推移

図表Ⅱ－２－ プレジャーボートの国内出荷隻数の推移

第２節 船舶産業の発展のための取組
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ールで船舶回りの流体計算を可能とする世界最先端の実用的 （数値流体力学）の開

発を目指している。

②革新的造船技術の研究開発 
海事生産性革命（ ）の一環として、船舶の建造段階の生産性向上を図る

ため、 年度より革新的な船舶の建造技術の研究開発に対して支援を行っている。

（巻頭の「海の現場から」造船の現場最前線参照）

③先進船舶の研究開発 
海事生産性革命（ ）の一環として、船舶の運航における安全性の向上を

図るため、 年度より やビッグデータ等の先進的な技術を活用した研究開発に

対して支援を行っている。（巻頭の「海の現場から」運航の新時代へ参照）

④海洋資源開発関連技術の研究開発 
海事生産性革命（ ）の一環として、今後需要が見込まれる海洋資源開発の市

場への参入のため、 年度から５か年計画で、浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設

備（ ）、大水深海域対応型掘削プラットフォーム等、海洋資源開発に関連する技術

の研究開発に対して支援を行っている。

（３）海外展開の促進

我が国の質の高いインフラシステムの海外展開の促進や海事関係企業の海外市場へ

の進出促進のため、以下の施策を講じている。

①インフラシステム海外展開の促進 
新興国を中心に拡大する世界のインフラ需要を巡り、受注獲得競争が激化する中、

我が国の質の高いインフラシステムを海外展開するため、国土交通省は 年３月に

「国土交通省インフラシステム海外展開行動計画」を改訂した。

本行動計画の海事分野には、フィリピンにおける内航タンカーの代替促進に関する

協力、インドネシアにおける内航海運船の維持管理能力の向上、ブラジルにおける浮

体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（ ）運営事業、 における船舶からの温室

効果ガスの排出規制及び低引火点燃料船のための安全基準（ コード）、 諸国

の内航船安全規則及び検査制度構築支援、造船や船員教育分野の人材育成支援、中小

企業等の海洋フロンティア分野の技術の海外展開支援、 や 等を通じた造船業

の公正な国際競争条件の確保等の記載が盛り込まれており、国土交通省は、本行動計

画に沿って、我が国のインフラシステムの海外展開を行っていく。

②(株)海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN） 
我が国の海運業、造船業、舶用工業等を行う海事関係企業の多くが海外市場への進

出を目指しているが、リスクを伴うため、事業者のみによる進出は困難な場合があ

る。そこで、海外市場への進出支援のため、 ①我が国事業者と共同で事業に出資を行

う、②専門家（省庁職員や技術者等）を派遣する、③政府と共に相手国と交渉を行う

ことで我が国事業者が事業を実施しやすくする等の支援を行う 株 海外交通・都市開

発事業支援機構（ ）が 年 月に設立された。今後、我が国海事関係企業が

本機構を活用し、様々な市場へ参入していくことが期待される。

（４）造船業における人材確保・育成

「総合ものづくり」産業である造船業は、溶接、ぎょう鉄（鉄板の曲げ加工）、配

管、塗装等の職種ごとに専門的で高度な技能を身につけた製造現場の技能者と、船主

の多様なニーズに応える設計・開発を行う技術者によって支えられている。造船業界

では、団塊世代の大量退職を控えた 年頃から、人材の確保・育成の取組を強化し

てきた。

世界経済の成長により、中長期的に成長することが見込まれる造船市場で、日本造

船業が発展していくためには、生産性向上やイノベーションによる競争力強化ととも

に、それを支える人材の確保・育成の取組みを推進することが不可欠である。

図表Ⅱ－２－ １ 我が国造船業の従業員数の推移

各年 4 月 1 日時点。海事局調べ
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■製造現場を支える技能者の育成 
造船業の技能は、他の製造業にはない「船」特有のものが多いため、入社後の技能

研修やＯＪＴによる人材育成が必要である。そのため、大手・中手の造船企業を中心

に自社での取組が行われ、経営規模の小さい中小造船企業や協力会社では、単独での

取組は困難であることから、全国６箇所（横浜、相生、因島、今治、大分、長崎）に

造船技能研修拠点を設立し、企業共同による新人研修、専門研修などが行われてきて

いる。

造船技能研修拠点の立上げに際しては ～ 年度に、国土交通省及び 公財 日

本財団が研修機材や教材の整備を支援し、研修の運営に対しても、地方自治体、 公

財 日本財団（～ 年度）及び 一財 日本海事協会（ 年度～）が支援を行い、

年度までで約 人（新人研修：約 人、専門研修：約 人）の技能

者が育成された。

こうした取組の結果、造船技能者は、建設業や他の製造業において高齢化が進む中

でも比較的順調に世代交代が進み、 歳以上世代が 年の５割から 年の２割

に減少、 歳以下の世代が５割から８割に増加した。（技能者の平均年齢は、 年

の 歳から 年には 歳に若返り。）

■設計・開発を支える技術者の育成 
造船工学の専門教育を実施している大学は全国に８つ※存在し、これらの大学におい

て造船工学を修得した人材が中心となって、新船型の開発、船舶の性能や基本仕様に

関する船主との交渉等、船舶の総合的な知識が要求される業務で中核的役割を担って

きた。 年代は大学を取り巻く環境が変化し、８大学においても造船専門課程の教

員数や研究室数は減少したが、そうした状況を補完すべく、造船企業等による大学へ

の寄付講座の開設や、共同研究等の取組が行われてきた。また、造船系学科以外から

造船企業等に就職した技術者を主な対象として、造船業界の共同による社会人教育

や、海上技術安全研究所の所内研修の民間企業への公開等、技術者の育成に取り組ん

できた。

※ 東京大、横浜国立大、東海大、大阪大、大阪府立大、広島大、九州大及び長崎総合科学大の８大学。東京

大は、 年に工学部内の学科が再編されたため、学部における造船工学の教育課程はなくなったが、造船・

海洋系の研究室は維持。

■造船業の魅力などの情報発信 
造船業を担う次世代の優秀な人材を確保するためには、造船業の魅力を広くアピー

ルし、関心を深めてもらうための情報発信も重要である。このため、進水式の一般公

開、小中高向けの造船所見学会や総合学習での造船の体験学習、出前講座等にも業界

を挙げて取り組んできている。

図表Ⅱ－２－ ２ 技能者の育成（地域共同での造船技能研修）

図表Ⅱ－２－ ３ 我が国造船業の技能者（社内工）の年齢構成の変化

図表Ⅱ－２－ ４ 進水式・造船所見学会、小中学校での造船の体験学習

研修の様子（溶接、ぎょう鉄（曲げ加工）、船殻組立、安全

体感）

出典：（一社）日本造船工業会調べ。 出典：造船業は（一社）日本造船工業会調べ。

その他は「労働力調査」による。
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■技能者育成の効率化・高度化 
技能者育成を効率化し、育成体制を強化するための対策としては、近年進化してい

る３次元のバーチャルリアリティ技術を用いた訓練シミュレーターを活用することが

有効な手段の一つである。既に、塗装の訓練において導入が進みつつあるが、練習用

資材が不要でコスト削減となるだけでなく、安全に反復練習や評価を行うことができ

るため、効率的な技能向上が期待される。その先進事例として、今治地域の造船技能

研修拠点において、３次元 や訓練シミュレーターの導入が地方創生加速化交付金

（ 年度補正予算）を用いて進められた。

■造船業における女性等活躍促進 
造船業においても、労働力の確保の観点だけでなく、これまでにない多様な柔軟な

発想や意思決定により新たな発展を目指す上で、女性やシニア層等幅広い人材層から

の人材確保が必要である。一方で、現場監督、工程管理を行う職長、主任クラスへの

女性の登用や、社内保育所や女性専用の寮・更衣室・トイレなど働きやすい職場環境

の整備に取り組む造船事業者も増加しており、女性の活躍の場が増えてきている。こ

のような業界の動きに弾みをつけるべく、国土交通省では、女性が活躍している造船

所の取組事例を取りまとめ、業界内での意識改革につなげるとともに、業界外にも広

く宣伝し、造船業界のイメージアップにつなげることとしている。

■現場の技能者の確保のための外国人材を活用した緊急措置 
年以降の受注増加による今後の増産への緊急的対応については、「日本再興戦略

（改訂 ）」（ 年６月 日閣議決定）に基づき、建設分野と同様の、入管法に

基づく「特定活動」の在留資格を適用した外国人材活用を行うこととした。これは、

年度初頭から 年度まで、技能実習を修了した外国人材を最大３年間雇用でき

る制度である。具体的には、｢外国人造船就労者受入事業に関する告示｣（ 年国土

交通省告示 号）を制定し、それに基づき、 年１月より外国人造船就労者の受

入に係る計画等の申請受付を開始し、 年４月１日より受入れを開始した。 年

３月末時点で、 名を受け入れている。

国土交通省としては、国内での人材確保に最大限努めることを基本としつつ、本制

度の適正な推進を通じて、造船業の成長を後押しすることとしている。

また、政府全体でも、外国人材の活用について様々な検討・措置がなされていると

ころである。その一つに、外国人技能実習制度の見直しが挙げられる。外国人技能実

習を適正に実施するとともに、外国人技能実習生の保護を図ること等を目的とした｢外

国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律｣が 年 月１日

に施行されることとなっている。この法律では、これまで最長３年であった技能実習

期間について、一定の条件のもとで最長５年とすることが可能となる。この中で、造

船業は外国人材を活用しつつ、開発途上地域への技能移転という国際貢献を果たして

行くこととなる。

少子高齢化が進み、生産年齢人口が急速に進む我が国においては、外国人材の活用

を含め、安定的かつ持続的な労働力確保策を検討していく必要がある。そのような中

で、外国人材との共生との観点から、造船業が優良モデルケースとなることが期待さ

れる。

図表Ⅱ－２－ 女性の活躍促進の取組

実物によるトレーニングを
次元バーチャル技術を

用いたシミュレーションで
補完し技能習得を効率化

従来の塗装訓練
（相生技能研修センター）

塗装シミュレーター
（旭エレクトロニクス社製）

図表Ⅱ－２－ ５ シミュレーターの活用による技能訓練の効率化

現場の管理者への登用の事例 女性社員の意見を取り入れた
ロッカールーム
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（５）国際協調の推進

①  OECD での取組 
国際造船市場は世界単一市場を形成し、我が国をはじめ中国・韓国・欧州等の造船

事業者が激しく競合している。また、 年代後半の中国及び韓国による過剰設備投

資の結果、需要に比べ供給能力が過剰な状態となっている。加えて、海運業における

船舶過剰問題や海洋開発市場の低迷等の影響を受け、近年では、新造船受注量が著し

く減少しており、造船企業の経営は逼迫している。特に韓国においては、韓国産業銀

行（ ）や韓国輸出入銀行（ ）などの政府系金融機関により、経営難に陥った

造船企業に対して巨額の金融支援が行われている。 年 月には、大宇造船海洋

（ ）に対し、 及び による 兆ウォン（約 億円）の支援が決定さ

れ、また 年 月には、社債償還等の資金繰りに窮した同社に対し、両行による

兆ウォン（約 ， 億円）の追加支援の発表があった。

造船部会は、造船政策に関する唯一の多国間協議の場であり、公正な競争条件

の確立を目的として議論を行っている。 年 月に開催された第 回会合では、

これらの韓国の公的支援に関し、我が国及び より「世界の造船市場を歪曲させる可

能性がある」と問題提起を行い、以来継続して議論を行っている。 年 月に開催

された第 回会合においても、 月に発表された追加支援について、日本及び か

ら、詳細情報の提供を要請するとともに、これまでに引き続き市場歪曲のおそれを指

摘した。

また、第 回会合より、造船業における公的支援の規律である、「造船産業におけ

る正常な競争条件を阻害する措置を漸進的に取り除くための一般取極」及び「造船政

策に関する一般指導原則」（いずれも 年改正、紳士協定）の抜本的見直しの検討

が開始されている。我が国としては、これまでの韓国の公的支援に関する議論や、中

国の参加の必要性、法的拘束力の付与も念頭におきつつ、実効性のある規律の策定に

向け対応を行うこととしている。

② 開発途上国に対する取組 
年末に経済共同体（ ）を発足させた 諸国においては、今後域内海上輸

送の連結性を高めることを目指しており、海上輸送量の拡大が見込まれている。こう

した中、国土交通省海事局では、 諸国の海上交通の安全向上及び環境負荷の低減

のため、様々な支援をしている。

■ASEAN 諸国における船舶の安全規制及び船舶検査の改善及び調和プロジェクト 
本プロジェクトは、 各国で現在統一されていない内航船安全基準のモデル作成

を通じて、安全性を向上させるとともに、域内で調和させることを目標としている。

年４月の 海上交通ワーキンググループにおいては、日本の「航行区域」の

概念をとりいれた安全基準ガイドラインを盛り込んだ に 諸国が署名する方

向で、特に の適用範囲や協力分野について審議を行った。今後、 諸国内にお

いて、国内法等との整合性を確認した後、 締結を行う予定である。

■ASEAN 諸国における低環境負荷船（グリーンシップ）普及促進プロジェクト 
域内では、今後予想される海上輸送量の拡大に伴い、環境負荷の低減や輸送コ

スト削減のため、省エネ船へ代替していく必要性が高まっている。 年 月には、

大臣会合で採択された 戦略的交通計画（ ： 交通分野における

年～ 年の 地域交通政策の指針を示したもの）に、「環境負荷の少ない

船舶の普及促進」が盛り込まれた。こうした動向を踏まえ、国土交通省海事局は

年４月の 海上交通ワーキンググループにおいて、「 低環境負荷船普及戦

略」を策定することを日 交通連携の新規プロジェクトとして提案し、同年 月

の日 交通大臣会合でプロジェクトの承認を受けた。今後、 域内における低

環境負荷船の普及に係る課題を議論するための専門家会合を設置し、その中で戦略案

を策定する予定である。当該戦略案の策定に携わることにより、 域内における環

境負荷低減に貢献するとともに、優れた省エネ技術を有する我が国造船業による

市場への参入を支援していく方針である。

■我が国の技術を活かした ODA による国際協力 
開発途上国における海上保安能力向上や海上交通輸送改善等を目的として、外務

省・国際協力機構（ ）と連携し、海事分野における政府開発援助（ ）を推進し

ている。特に、フィリピン、ベトナム、スリランカ、ミャンマー等の東南アジアの各

国を中心に、我が国の造船技術を活かした巡視船・旅客船等の建造・供与や技術協力

に力を入れており、 年にはミャンマー・ラカイン州への中古船２隻の引渡しや、

フィリピン向け巡視船の建造・引渡しを行った（全 隻中、 年末までに計 隻引

渡し予定）。

■その他の国際協力 
造船に関する高い技術力を有している我が国の協力に対する 諸国の期待は高

い。例えば、船舶の老朽化が深刻になっている国々において、船舶の代替建造と造船

業振興を促進するための支援が日本に求められている。また、 諸国以外に対して

も、開発途上国政府への専門家派遣、船舶・造船施設・各種機材の整備等に関する有

償・無償の資金協力、船舶安全に関する 集団研修等を実施している。このうち

集団研修には、国土交通省海事局からも講師を派遣し、開発途上国の船舶検査担

当者等に対して講義を行い、我が国の制度及び基準の周知を図っている。
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